
 

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

固定電話の通信状態が悪く、たまたま大手電話会社

の名称のような会社から電話があったので相談して

固定電話の工事をしてもらった。しかし、通信状態

は良くならなかった。何の工事をしたかよくわから

ない。元に戻したい。 

通信契約をした場合、事業者には契約書面を交付する

ことが義務付けられています。口頭で契約した場合で

も同様です。必ず契約書面を確認し、契約内容をよく

確かめましょう。理解できない部分は、事業者に、納

得がいくまで確認して下さい。解除を希望する場合に

は書面に記載された手順に従い解除通知を出しまし

ょう。 

 

4月の相談件数 

No.115 

 

 

12 件 

14 件 

0 件 

37 件 

0 件 

14 件 

0 件 

0 件 

6 件 

消費生活相談窓口 

 
消費生活相談窓口は、消費者であれば誰でも、「無料」「秘密厳守」で相談でき、専門の相談員が相談や
苦情をお聞きして解決するためのお手伝いをしています。契約トラブルはすべて相談できます。内容が
よくわからなくてもお金の支払いに疑問や不安を感じる場合はご相談下さい。あなたのその情報が行政
機関へ集約され、注意喚起や法改正の情報として活用されます。他の相談者のトラブル解決につながる
ことや二次被害の防止、製品・サービスの向上にもつながります。 
消費トラブルで困ったら「迷わず」「気軽に」「早めに」ご相談下さい。相談は、直接市の窓口に来庁い
ただくか、市の窓口への電話または、局番なし℡188 番にお電話していただくことでも対応できます。 
 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 例えば、架空請求はがき等 


